
（ 第１回変更 ）契 約 変 更 の 内 容 
 

 

  契約変更年月日 

 

令和 ８年 ３月 ９日 

 

  契約業者名 

 

（有）タナカ設備 

 

  契約業者の住所 

 

山梨県笛吹市御坂町尾山３２３番地１ 

 

  工事の名称 

 

山梨県警察学校南寮他（２５）機械設備改修その他工事 

 

  工事場所 

 

山梨県甲斐市西八幡４４２２－３ 

 

  工事種別 

 

暖冷房衛生設備工事 

工事概要 

（変更した内容について

記述する） 

 

 1.建物 

  1）南寮 

空気調和設備  変更一式 

換気設備    変更一式 

撤去工事    変更一式 

   電気設備工事  変更一式 

   建築工事    変更一式 

 

  2）道場・炊食浴棟 

   空気調和設備  変更一式 

   換気設備    変更一式 

   撤去工事    変更一式 

   電気設備工事  変更一式 

   建築工事    変更一式 

 

 

  工期（自） 

 

   令和７年７月１５日 

 

  工期（至） 

 

   令和８年３月１９日 

 

  変更前の契約金額 

 

１４７,４００,０００円（税込み） 

 

  変更金額 

 

４,４００,０００円（税込み） 

 

  変更後の契約金額 

 

１５１,８００,０００円（税込み） 



 

変更理由 

１．南寮 

１）機械設備 

・現地精査の結果、マルチパッケージ形空気調和機 ACP-1～6 

屋外機の設置位置変更に伴い屋外機置場用架台の新設を取

り止める。 

・現地精査の結果、空調ダクトの VD 取外し・再取付けが必

要となったため、追加する。 

・現地精査の結果、冷媒回収、運搬費及び破壊処分費の追加

が必要となったため、追加する。 

 

２）電気設備 

・現地精査の結果、蛍光灯の取外し再取付けを取り止め、蛍

光灯撤去・LED 新設を追加する。 

 

３）建築工事 

・現地精査の結果、天井改修範囲・点検口の数量に変更が必

要となったため、変更（増）する。 

 

２．道場・炊食浴棟 

１）機械設備 

・現地精査の結果、マルチパッケージ形空気調和機 ACP-4,-5 

の個別リモコンの新設が不要となったため、取り止める。 

・現地精査の結果、除湿器 DEH-1 の取外し・再取付けが不

要となったため、取り止める。 

 

２）電気設備 

・現地精査の結果、映像・音響設備の取外し再取付けが不要

となったため、取り止める。 

 

３）建築工事 

・現地精査の結果、天井改修範囲・点検口の数量に変更が必

要となったため、変更（増）する。 

   

３．工期は元設計とおりとする。 

 

 


